
（平成２４年９月１２日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認福井地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

国民年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件



                      

  

福井国民年金 事案 303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年６月から 51 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生

住    所 ：  

    

     

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年７月から 50年２月まで  

② 昭和 50年６月から 51年３月まで 

私は、昭和 47 年９月頃に、母親の勧めによりＡ役場（現在は、Ｂ）

で国民年金の加入手続を行い、保険料は同役場から送付された納付書に

より母親が納付してくれていた。 

昭和 49 年７月に、Ｃ社に入社し、厚生年金保険に加入した後も、母

親が、役場から届けられた国民年金の納付書で納付を続けていた。 

記録では、厚生年金保険加入期間の国民年金保険料が、その後に還付

されたこととなっているが、私は還付を受けた記憶は無い。 

また、昭和 50 年５月にＣ社が倒産したので、すぐに国民年金の再加

入手続を行い、保険料は、私が渡していたお金の中から母親が役場か金

融機関で納めてくれていたので、申立期間②の保険料が未納となってい

ることに納得できない。 

 

第３  委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、10 か月と短期間であるとともに、申立人は、

申立期間を除き国民年金加入期間の保険料を全て納付しており、複数回

の転居手続も適切に行っている上、申立人の国民年金手帳記号番号は昭

和 47 年９月 25 日に払い出され、20 歳に到達した同年＊月＊日に遡って

被保険者資格を取得しているところ、同年同月から同年３月までの保険

料を同年 12 月 31 日に過年度納付していることが特殊台帳により確認で

き、保険料納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立人は、昭和 50 年５月にＣ社を退職後、51 年 10 月から国民

年金の付加保険料を納付していることが確認できることから、退職から



                      

  

同年同月までの期間に国民年金の再加入手続を行ったものと考えられ、

当該期間において、申立期間の保険料は現年度納付又は過年度納付する

ことが可能であり、申立人の納付意識の高さを踏まえると、国民年金に

再加入した時点で、納付可能な申立期間の保険料を未納のまま放置した

とは考え難い。 

２ 申立期間①については、申立人に係る当時の国民年金被保険者台帳で

ある特殊台帳を見ると、申立人は昭和 49 年２月 25 日に国民年金の被保

険者資格を喪失し、申立期間を含む同年同月から 50 年２月までの保険

料が還付されていることが確認できるとともに、オンライン記録を見る

と、申立人のＣ社における厚生年金保険の被保険者資格取得日が 49 年

７月１日であることが判明したことから、同年２月から同年６月までの

保険料の還付については、誤った処理であったとして、平成 24 年４月

２日に国民年金の納付済み期間に訂正されていることが確認できる。 

申立人については、上記のとおり、国民年金保険料の還付処理に誤り

があったことは認められるものの、申立人の特殊台帳の備考欄には、昭

和 49 年２月から 50 年２月までの保険料（一部期間の付加保険料を含

む。）について、還付処理されたことが還付金額や還付決定日とともに

明確に記載されており、これらの記載内容に不合理な点はみられず、ほ

かに申立人に対する保険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。  

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 50 年６月から 51 年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 



                      

  

福井国民年金 事案 304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年１月から同年６月までの国民年金保険料については

納付していたものと認めることはできない。 

、

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月から同年６月まで 

私は、昭和 59 年＊月に父が急死したため、Ａ市から実家のあるＢ村

（現在は、Ｃ町）に戻った。帰村後、Ａ市に居住していた時期に国民年

金保険料を納付していない期間があることを知ったので、母が、Ｂ村役

場（現在は、Ｄ）に相談に行き、遡って納付できるとの説明を受けて、

３か月単位で納付してくれていた。 

未納分を全て払い終えた際、嬉しかったことを覚えており、申立期間

が未納となっていることに納得できないので、調査してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間直後の昭和 58 年７月から 59 年７月までの未使用の

過年度納付書を所持しているところ、当該納付書は、60 年８月 19 日付け

でＥ社会保険事務所（当時）が発行したものであることが確認でき、申立

人の特殊台帳の移管日が同年同月 13 日であることを踏まえると、当該移

管を契機として発行されたものと考えられ、当該納付書発行日時点で、申

立期間は時効により保険料を納付できない期間であったと考えられる。 

また、申立人の母親は、申立人の帰村後、Ａ在住期間に保険料の未納期

間があることを知ったことから、Ｂ村役場で相談し、分割で納付したと主

張しているところ、上記納付書には、納付期間（13 か月分）を４回に分け

て納付する場合の納期限が手書きで付記されており、その後、複数回にわ

たって分割納付していることが、申立人の所持する領収証書等により確認

できることから、当該付記は、申立人の母親が役場に相談した際に教示を

受けたものと考えられ、申立人及びその母親が申立人のＡ在住期間に未納

があることを知った時期、納付の相談をした時期は、いずれも当該納付書



                      

  

の発行を契機としたものと考えられる。 

さらに、申立人に係るＡ市の収滞納リスト及び特殊台帳において、申立

期間の保険料が納付された記録は無く、このことはオンライン記録と一致

している上、申立人からは申立期間の保険料について現年度納付を行って

いたとする具体的な供述は得られない。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、オンラインシス

テムにより、申立人の氏名について、複数の読み方で検索したが、該当者

はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も存しない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



                      

  

福井厚生年金 事案 565 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年７月 20日から 34年４月４日まで 

② 昭和 34年９月 15日から 38年 11月 30日まで 

平成 24 年３月頃、Ａ年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認し

たところ、Ｂ社及びＣ社に勤務していた期間が脱退手当金の支給によっ

て精算されていることを知った。 

私は、脱退手当金を請求したことや受給した記憶が無いので、調査の

上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、支給金額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約６か月後の昭和 39 年６月２

日に支給決定されており、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立期間に係る脱退手当金は、昭和 39 年６月２日に支給決定さ

れているところ、申立人は、在日外国人（Ｄ籍）であり、国民年金の国籍

要件が撤廃され日本国内に住所を有する外国人が国民年金の被保険者とさ

れた 57 年１月１日までの間は、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間が

なければ年金を受給できないとされていたこと、及び申立期間以降、厚生

年金保険の加入記録が無いことを考え合わせると、申立人が申立期間に係

る脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

このほか申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情を総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


